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ギニアビサウ共和国 

ビサオ市小学校建設計画 

報告書案概要説明調査 協議議事録 

 

 

 独立行政法人国際協力機構（以下、「JICA」と称す）は、2011 年 3 月に、ギニアビサウ共和

国（以下、「ギニアビサウ」と称す）に対して「ビサオ市小学校建設計画」（以下、「プロジェクト」と

称す）に係る協力準備調査団を派遣し、ギニアビサウ政府関係者との協議、サイト調査、及びそ

の後の日本国内での国内解析を踏まえて協力準備調査報告書案を取りまとめた。 

 

今般、JICA は、協力準備調査報告書案の内容をギニアビサウ政府関係者に説明し、協議す

ることを目的として、2011年 10月 18日から 26日まで、JICA人間開発部基礎教育第二課長の

丹原一広を団長とする報告書案概要説明調査団（以下、「調査団」と称す）をギニアビサウに派

遣した。 

 

一連の協議の結果、ギニアビサウ側・日本側双方は、付属書に記述された主要項目につき確

認を行った。 

 

2011年 10月 25日、ビサオ 

                                                       

丹原 一広     ベスナ・ナ・フォンタ 

総括      ギニアビサウ共和国 

報告書案概要説明調査団 国民教育・文化・科学・青少年・ 

国際協力機構     スポーツ省 教育担当国務

次官 

 

                       

ジョゼ・カルロス・ヴァレラ・ 

カジミーロ 

ギニアビサウ共和国 

財務省 国庫担当国務次官 

 

 

                  

  

A．イドリッサ・エンバロ 

ギニアビサウ共和国 

経済・計画・地域統合省 事務次官 



D-65 

 

付属書 

 

 

1. 協力準備調査報告書案の内容 

ギニアビサウ側は調査団により説明された協力準備調査報告書案の内容について合意した。 

 

 

2. 日本の無償資金協力スキーム 

ギニアビサウ側は、調査団により説明され、双方が 2011 年 3 月 16 日に署名した協議議事録

の別添 4 及び別添 5 に記載された日本の無償資金協力スキームとギニアビサウ側に求められ

る必要な措置について理解・了承した。 

 

 

3. プロジェクトの計画対象校及び整備施設内容 

調査団は、別添 1 に示すとおり、プロジェクトの計画対象校及び整備施設内容について説明

し、ギニアビサウ側はこれを了承した。 

 

 

4. ソフトコンポーネント 

双方は、プロジェクトのソフトコンポーネントとして、既存校を対象に、整備する施設の維

持管理の重要性に係る啓発活動及び維持管理に必要な技術指導を実施することに合意した。 

 

 

5. 調査スケジュール 

JICAは、協力準備調査報告書を完成させ、2012年 1 月までにギニアビサウ側に送付する。 

 

 

6. 秘密保持 

双方は、協力準備調査報告書及び機材仕様書（案）など、プロジェクトに関連するあらゆる

資料をプロジェクトの入札終了まで関係者以外の第三者に開示しないことを確認した。 
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7. その他協議事項 

 

（1）調査団はギニアビサウ側に対し、予備的経費の目的・用途・手続き等について説明した。

双方は、プロジェクトに予備的経費を含めることに合意した。 

 

（2）調査団は別添 2 に示すとおり、予備的経費を含むプロジェクトの概算事業費について説明

した。双方は概算事業費について、受注者が決定し契約書が署名されるまで、決して関係

者以外の第三者に開示しないことを確認した。調査団は、概算事業費は概算であり変更す

る可能性があることを説明し、ギニアビサウ側はこれを了解した。また、予備的経費の使

途及び必要な手続きは、JICAのガイドラインに準ずることとする。 

 

（3）調査団は、プロジェクトの実施にあたって必要となるギニアビサウ側負担事項の内容（別

添 3）及び事業実施工程案（別添 5）について説明した。ギニアビサウ側は、かかる事項の

実施に必要な予算を確保し、スケジュールに則って確実に実施することを確約した。 

 

（4）ギニアビサウ側は、建設が終了するまでに、プロジェクトの実施に伴い追加で必要となる

教員等人員を配置することを、別添 4 のとおり確約した。また、運営・維持管理に必要な

予算の確保・配分を遅滞なく実施することを確約した。 

 

（5）ギニアビサウ側は、E/N の規定に従い、プロジェクトに関わる全ての税（コミュニティ連

帯税（PCS）、コミュニティ税（PC）、統計税（RS）含む）を免除することを確約した。 

 

（6）プロジェクトの対象サイトに残存する、1998 年に中断を余儀なくされたギニアビサウ小学

校建設計画（以下、既往案件）で建設途中であった基礎や壁等の構造物（以下、残存構造

物）の撤去に関し、双方は、2011 年 9月に実施した現地調査Ⅱにおいて説明済みの以下の

点について、改めて確認・合意した。 

 

・ 計画対象 16 校のサイトに存在する既往案件の残存構造物は、ギニアビサウ側がノンプロジ

ェクト無償資金協力見返り資金（以下、見返り資金）を活用し、本体工事の着工前に全て

撤去すること 

・ ギニアビサウ側は、本体工事を受注した本邦業者と、残存構造物の撤去工事（以下、撤去

工事）に係る随意契約を別添 6 の契約書案に基づき締結すると共に、同本邦業者に、本体

工事と同様の条件（免税、各種便宜供与等）により、現地での法人登録を要することなく、

撤去工事を実施させること 

・ 撤去工事の契約書案（付属資料含む）（仏語）を、本体工事の入札図書に添付すること。ま

た、ギニアビサウ側は、契約書案仏語版を 11 月末までに JICAセネガル事務所あてに送付

すること。 

・ ギニアビサウ側は、撤去工事実施のために国民教育・文化・科学・青少年・スポーツ省（以

下、教育省）の銀行口座（名称：「ビサウ市小学校建設」）に移転された見返り資金を、他

の用途に利用しないこと 
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・ 撤去工事の施工監理はギニアビサウ側の責任の下、教育省学校インフラ局が担当すると共

に、施工管理にかかる費用はギニアビサウ側の一般政府予算で賄われること 

・ 2012年 8月頃を予定している本体工事の入札立会い及び契約締結に際しギニアビサウから

来日する施主（教育省）が、その滞在中に撤去工事の契約交渉及び契約締結も本体工事を

受注した本邦業者と完了させる必要があるため、ギニアビサウ側はその権限を有した人物

を派遣すること 

・ ギニアビサウ側は、見返り資金を撤去工事に活用するため、撤去工事に係る随意契約を本

邦業者と交わすため、及び本邦業者が撤去工事を速やかに実施するために必要なあらゆる

措置を取ること 

 

（7）ギニアビサウ側は、電気設備及び給水設備の設置をプロジェクトに含める必要性のあるこ

とを強く表明した。 

 

 

 

 

 

別添 1 計画対象校及び整備施設内容 

別添 2 概算事業費 

別添 3 ギニアビサウ側負担事項 

別添 4 運営維持管理 

別添 5 事業実施工程表 

別添 6 残存構造物撤去工事に係る契約書案（付属資料含む） 
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別添１  

 

計画対象校及び整備施設内容  

番

号 

学校名 教室 校長室 便所 

01 1º DE MAIO 6 - 1 

03 EBU DE PATRICE LUMUMBA 2 - 1 

04 AMIZADE GUINÉ-BISSAU SUÉCIA 4 - 1 

05 EBU 5 DE JULHO 4 - 1 

06 EBU DE BRÁ 12 1 1 

07 EBU DE CUNTUM I 10 - 1 

08 EBE/EBC DE BAIRRO MILITAR 12 1 1 

09 EBU DE PLAQUE II 3 - 1 

10 EBU DE PLUBA 9 1 1 

11 EBU DE ANTULA 12 1 1 

12 EBE DE BISSAQUE 12 1 1 

14 EBU DE HÁFIA 4 1 1 

15 EBU DE CUNTUM II (Anexo Cuntum I) 9 - 1 

16 EBU DE CUNTUM DE CUNTUM MADINA II 12 1 1 

17 EBE DE CUNTUM DE CUNTUM MADINA II 10 1 1 

20 EBE DE PLUBA 9 1 1 

 Total 130 9 16 

  注： No. 2、No. 13、No. 18、No. 19の学校は、計画対象外。 
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別添２ 概算事業費 

 

 本協力対象事業を実施する場合に必要となる日本と「ギ」国との負担区分に基づく双方の経費内

訳は、下記（３）に示す積算条件によれば、次の通りと見積もられる。 

 

 (１) 日本側負担経費 

             

 （非公開） 

（２）「ギ」国負担経費 合計   107,756,000 セ ーフ ァ ー フ ラ ン、

18,706,000（円） 

1）整地・境界壁設置工事費    7,756,000 セーファーフラン、 1,346,000（円） 

2）残存構造物撤去工事費  100,000,000 セーファーフラン、17,360,000（円） 

※注：上記１）は必要最小限の積算に基づく数値であり、実施にあたってはギニアビサウ側が再度

積算を行う。 

 

（３）積算条件 

 １）積算時点    平成 23 年 4 月 

 ２）為替交換レート 1US$=83.49 円、1EU=113.92 円、1 セーファーフラン=0.1736 円 

 ３）施工期間    1 期による工事とし、要する詳細設計、工事の期間は、施工工程に示した

とおり。 

４）その他     本計画は、日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施されるものとする。 
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別添３ 

 

1. ギニアビサウ国側負担事項 

日本国の無償資金協力は自助努力による開発への支援を目的にしており、この基本方針に基づき

日本国政府は受益国側にも応分の負担を求めている。この原則は世界中の全ての受益国に対し平等

に適用されている。従って、日本国政府が本協力対象事業の実施を決定した場合、「ギ」国政府は以

下の措置を講じなければならない。 

 

（１）協力対象事業に必要な資料・情報の日本側への提供 

「ギ」国は本協力対象事業の円滑な実施に必要な全ての資料・情報を日本国側関係者に提供する

必要がある。 

（２）プロジェクトの実施に必要な各種許認可の申請・取得業務 

「ギ」国の法律で、本協力対象事業の実施に当たって必要になる建設許可をはじめとする各種の

許認可の申請と取得を行うこと。 

（３）本協力対象事業の資機材に対する関税及びその他の国内税の免除措置 

「ギ」国政府は、交換公文の規定に従って、本計画に関わる PCS、PC、RS を含む全ての税を免除

すること。 

（４）本計画に関わる日本人及び日本法人に関わる関税、国内税その他の免税措置 

本計画業務のために、「ギ」国に出入国、又は滞在する日本人関係者に関わる関税、所得税等の諸

税については、「ギ」国政府は交換公文の規定に従い、免税措置を行うこと。 

（５）本計画に関わる日本人に対する業務遂行上必要な出入国・滞在手続き上の便宜 

本計画のために「ギ」国に出入国、または滞在する日本人関係者に対するビザ取得、滞在に必要

な法的許認可の取得に対して、迅速な便宜を図ること。 

（６）銀行取り極め(B/A)手続き及びそれに伴う費用の負担 

「ギ」国政府は、交換公文調印後、直ちに日本の外国為替銀行との間で銀行取り極めを行い、支

払い授権書の通知料、及び工事代金支払い手数料等の費用を負担すること。 

（７）本計画による施設建設、資機材輸送と据え付けを除く全ての費用負担 

本計画の範囲内で、日本の無償資金協力で負担される費用以外の一切の費用を負担すること。 

（８）本計画施設の維持管理に必要な予算と要員の確保 

本計画施設の完成後の学校運営・維持管理のために教員その他運営に携わる人員と予算を確保す

ること。 

（９）本計画による施設の適切且つ、効果的な運用・管理及び日本政府に対する報告 

工事完了後、引き渡しされた施設は、「ギ」国側の責任で適切かつ効果的に運用され、管理するこ

と。また、日本国政府が要請した場合には、その使用状況を速やかに報告すること。 
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２. その他に、ギニアビサウ国政府は以下の各項目の負担を求められている。 

（１）整地工事 

整地工事は受益国の負担でおこなわれるもので、建築工事が予定通りに実施されるためには、整

地工事が遅滞なく実施されることが前提となる。具体的には、下表①既存仮設トイレ撤去及び②敷

地内ゴミ撤去穴埋めである。また、敷地位置を特定するために、境界標識の設置（下表③）が必要

である。 

（２）残存構造物の撤去 

 本プロジェクトの計画対象 16 校に存在する既往案件の残存構造物は、新設工事開始前に、見返り

資金の活用により「ギ」国側によって全て撤去されなければならない。 

（３）施設完成後の工事 

施設完成後は、「ギ」国政府は、境界壁の設置（下表④）を実施することが望まれる。 

 

表 敷地整地工事 

※注：上記金額は必要最小限の積算に基づく数値であり、実施にあたってはギニアビサウ側が再度

積算を行う。 
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(01) 1º DE MAIO JJ K 5 5 K

(03) EBU DE PATRICE LUMUMBA K K K 5 K

(04) AMIZADE GUINÉ-BISSAU SUÉCIA K K 5 5 K

(05) EBU 5 DE JULHO K LMKNOMNPQ 5 5 LMKNOMNPQ

(06) EBU DE BRÁ K K PMONQ 5 PMONQ

(07) EBU DE CUNTUM I LRMQKK K PMONQ QLRMQST QNKMRLP

(08) EBE/EBC DE BAIRRO MILITAR K K PMONQ PMONQ

(09) EBU DE PLAQUE K K SMPKU SMPKU

(10) EBU DE PLUBA K LMRPSMRLU PMONQ LMOOUMLRO NMRPSMRTL

(11) EBU DE ANTULA K K PMONQ PMONQ

(12) EBE DE BISSAQUE RLMKKK RLMKKK PMONQ RMSKRMKQU RMSPOMKKL

(14) EBU DE HÁFIA K RPMPUU SMPKU K NLMTQK

(15) EBU DE CUNTUMII (Anexo Cuntum I) K K OMTSN K OMTSN
(16) EBU DE CUNTUM DE CUNTUM MADINA

II
K K PMONQ PMONQ

(17) EBE DE CUNTUM DE CUNTUM MADINA II LKMUKK K QMLSL LQMQSL

(20) EBE DE PLUBA K K PMONQ K PMONQ

!" PPMLKK RMNNRMKLQ SKMNPP UMNKOMTSR SMSUQMNNR
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別添４ 

 

1. 運営維持費  

(1)追加採用教員給与 

表 教員給与（追加採用分）          単位（CFA） 
金額合計 費目 細目 

（単価/CF
Ａ） 

人数 
（人） 月額 年額 

算定の仮定条件/ 
根拠 

 
教員 

 
64,700 

 
94 

 
6,081,000 

 
72,972,000 

①2 部制授業の実施 
②既存校の仮設教室
は新設教室により代
替される。 

注）①：2 部制による教員給与は月額平均の 1.6 倍とした、②：追加となる教員数は、新設
教室数 130 と既存対象校の仮設教室数合計 36 の差とした。 

 

（２）施設補修費 

表 本計画施設の補修費内訳  (単位 CFA) 
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別添 5 事業実施工程表 
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